
 　 

 

 

 

　書類事前作成のための相談会を行います。 

2月 16 日(月)からの申告は、令和 7年分の「収支内訳書」又は「医療費控除の明細書」を作成している

方のみの受付とします。 

場所：鹿嶋市役所 2階　税務課窓口 

期間：令和 8年 1月 5日（月）～　令和 8年 2月 13 日（金） 

内容：申告前に作成する「収支内訳書」及び「医療費控除の明細書」の記載方法など 

 

 

別紙のフローチャートで確認してください。 

 

場所：潮来税務署 

期間：令和 8年 1月 5日(月)～令和 8年 2月 13 日(金) 

内容：還付申告の方を対象とした相談会場を開設します。(所得税が年金や給与等から天引きされて

おり、かつ源泉徴収票にない扶養の追加や医療費控除を申告する方など)。 

入場整理券により一定の制限を行います。 

 

〇青色申告 

〇土地・建物・株式の譲渡や先物取引など（分離課税） 

〇住宅借入金等特別控除（初めて控除を受ける（一年目の申告の）方、連帯債務で債務割合の不明な

方や金融機関などから借入金が無い方、または償還期間が 10年未満の方） 

〇消費税、贈与税など 

〇令和 7年分以外の確定申告、準確定申告（令和 7年中に亡くなった方の申告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事前作成書類 対象者

 収支内訳書 営業・農業・不動産の所得がある方
 

医療費控除の明細書

① 総所得が 200 万円を超える方 

→支払った医療費が 10万円を超える場合に対象
 ② 総所得が 200 万円を超えない方 

→支払った医療費が総所得の 5％を超える場合に対象
 

セルフメディケーション
健康増進などの取組を行い、且つ、セルフメディケーション対象の医

薬品の支払いが 1万 2000 円を超える（上限 8万 8000 円）

回 覧

確定申告・住民税申告の受付についてのお知らせは、　　　　→ 

鹿嶋市のホームページからもご確認いただけます！　　　　　 

税制改正に関する内容は国税庁ホームページをご覧ください。→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇住民税に関する問い合わせ 

　鹿嶋市税務課　☎0299-82－2911（内線 261～263） 

〇所得税・e-Tax に関する問い合わせ 

　　潮来税務署　☎0299-66－6931

～裏面もご覧ください。～

申告
前に



 

 

マイナンバーカードやスマートフォンを利用した所得税等の申告書等作成「e-Tax」が便利

です。ご自宅のパソコンやスマホから 24時間いつでも確定申告書を作成できます。 

左記の QR コードを国税庁ホームページをご覧いただくか、潮来税務署へお問合せくださ

い。 

 

 

 

 

 期　　日 対　象　地　区 期　　日 対 象 地 区

 ２

月

16 日（月） 港ケ丘、旭ケ丘、根三田 ３

月

2日　(月) 波野地区(宮津台を除く)

 17 日（火） 大小志崎、志崎、神野 3日　(火) 津賀、小山

 18 日（水） 平井（平井丘を除く）、平

井南

4日　(水) 武井

 19 日（木） 青塚、棚木 5日  (木) 宮津台、宮中（宮中団地）、鉢形、　

鉢形台

 20 日（金） 豊津地区、中 6日  (金) 浜津賀、林

 24 日（火） 荒井、武井釜 9日（月） 高松地区

 25 日（水） 豊郷地区、和 10 日（火） 宮中（宮中団地、三笠山、東山を除

く）、城山、宮下、厨、緑ヶ丘

 26 日（木） 角折、奈良毛 11 日（水） 平井（平井丘）、高天原、平井東

 27 日（金） 荒野 12 日（木） 宮中（三笠山、東山）

  13 日（金）
市内全域  16 日（月）

 
共 

 

通

□令和 8年度申告のご案内（または「確定申告のお知らせ」）はがき（送付された方のみ） 

□マイナンバーを確認できる書類（マイナンバーカード、通知カードなど） 

□身元を確認できる書類（マイナンバーカード、運転免許証、源泉徴収票など） 

□本人名義の口座が分かるもの（申告することで、税が還付される方のみ）

 所
得

の
種
類

給与・年金所得者 □給与・年金源泉徴収票

 事業所得者(営業等・農業・不動産収入） □収支内訳書（事前に作成してお持ちください。）

 その他の所得 □それぞれの収入や経費の明らかになる証明書類

 所

得

控

除

を

す

る

方

生命保険料、地震保険料、国民年金保険料な

どの控除を受ける方

□各種の控除証明書

 障害者控除を受ける方 □障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定証など

 ・医療費控除を受ける方 

・セルフメディケーション税制を受ける方

□明細書（事前に作成してお持ちください。） 

□医療費通知（保険等から補てんされている場合はその金

額がわかる証明書類）

 その他 □そのほか、上記申告以外に申告の必要なもの

 



 

 

別 紙（おもて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

  

はい 

いいえ

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

スタート 
令和８年１月１日現在、

鹿嶋市に居住している 

令和８年１月１日現在、居住していた市区町村へご相

談ください。 

令和７年中に収入がある。 

※遺族年金/障害者年金/失業給付金などの

みの人は「いいえ」へ 

次のいずれかに１つでも該当している。 

・国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している 

・マル福（医療福祉費）を受給している 

・児童（扶養）手当を受給している 

・所得の証明(課税証明書)が必要   など 

令 和

いいえ 

③営業/農業/不動

産や一時所得（生命

保険満期等）、その他

雑所得（シルバー配

分金/個人年金等）が

ある。 

所得金額より控除する額の方が多い。 

(所得税が課税されない) 

B 

いいえ 

D 

はい 

A 

いいえ 

はい C 

B 

はい 
はい 

E 

いいえ 

①給与収入がある。 

（会社員/パート/ア

ルバイト等） 

次の内容に 1 つでも該当するものがある。 
・給与収入が 2,000 万円を超える 

・主たる給与の他に，複数から給与を受けており，他の所得の合計が 20 万円を超える 

・年末調整されていない給与の収入金額が 20 万円を超える 

 

勤務先から市役所へ給与支払報

告書が提出されている。 

※勤務先へお尋ねください。 

②公的年金等の収

入がある。 
（公的年金/企業年金

/年金基金など） 

※国外からの年金所

得がある場合は、 
 

E 
へ 

公的年金等収入の合計は 400 万円

を超える。 

公的年金等収入以外に 20 万円を超え

る所得がある。 

B 

はい 

いいえ 

判定結果は裏面を参照してください。 

はい 

このフローチャートは一 般 的 な例 です。該 当 しない場 合 もあります。 

E 

給与所得以外に所得がある。 
（個人年金等） 

給与所得以外の所得の合計が 20 万円以

下。 

はい 

所得金額が 38 万円以上ある。 

※給与収入にすると 93 万円以上の方 

いいえ 

C 

はい 

A 

いいえ 

所得金額は 38 万円

以上ある。 

いいえ 

E 

A 

はい 

＜確定申告または住民税申告の要否判定フローチャート＞ 

はい 

はい 

判 定 結 果 

回 覧 



 

 

別 紙（うら） 

※ 計算した結果、所得税が発生した場合は    となります。 

 

※ 住民税が非課税の場合は    となります。 

A

確定申告が必要です。 
１．潮来税務署で確定申告をする。 

  日時：令和 8年 2月 16 日(月)～令和 8年 3月 16 日(月)まで(※土日祝を除く) 

  ※還付申告をする方については、1月 5日(月)より申告書の収受を行っています。 

   時間：午前 8時 30 分～（相談は午前 9時～午後 4時まで） 

   電話：0299‐66‐6931 

２．鹿嶋市役所で確定申告をする。※一部受付できない申告もあります。 

  会場や日程については、「確定申告・住民税申告に関するお知らせ」をご確認ください。 

３．その他の方法で確定申告をする。 

  ・e-Tax（電子申告） ・鹿嶋市役所や大野出張所へ作成済申告書を持参  

 ・郵便で税務署に送付 など 

判定結果Ｂ 住民税申告が必要です。 
申告義務はありませんが、行政サービスを受ける場合には必要です。 

１．鹿嶋市役所で住民税申告をする。 

会場や日程については、「確定申告・住民税申告に関するお知らせ」をご確認ください。 

※大野出張所での申告相談は行っておりません。 

作成済申告書の預かりのみ（2月 16 日（月）～3 月 9 日（月）まで）になります。 

２．郵送で住民税申告書を送付する。 

  〒314-8655 鹿嶋市平井 1187-1 鹿嶋市役所 税務課宛 

判定結果 D 確定申告・住民税申告ともに必要はありません。 

判定結果 C 基本的には、住民税申告は不要です。 

※ 申告を行わなくても、事業所より市役所に提出される「給与支払報告書」により 

住民税が決定されます。 

ただし、扶養控除や医療費控除などの所得控除の追加や修正が必要な場合は住民税申告

をする必要があります（所得税の還付申告を受ける場合は確定申告が必要になります)。

また、給与と年金の両方の所得がある場合は、確定申告書の提出が必要になる場合があ

ります。 

判定結果 E 住民税申告が必要です。 

判定結果 A  

B


